
教
育
委
員
会
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
二
十
三
号 

教
育
委
員
会
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

教
育
委
員
会
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
委
員
会
へ
の
委
任
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

㈠ 

一
件
五
億
円
以
上
の
工
事
又
は
製
造
の
請
負

に
関
す
る
こ
と
。 

㈡ 

一
件
二
千
万
円
以
上
の
建
設
工
事
（
建
設
業

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
㈠
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
。 

㈢ 

一
件
五
百
万
円
以
上
の
営
繕
工
事
（
建
設
工 

事
の
う
ち
、
建
築
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
、

改
修
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ

と
（
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

㈣―

㈨ 

（
略
） 

㈩ 

㈠
か
ら
㈨
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知

事
が
一
括
し
て
行
う
契
約
に
関
す
る
こ
と
及
び

知
事
が
電
子
入
札
に
よ
り
締
結
す
る
契
約
に
関

す
る
こ
と
。 

三―

十
四 

（
略
） 

 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
委
任
す
る
事
務
に
関
す
る
暫
定
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
同
条
第
二
号
㈢
中
「
一
件
五
百
万
円
」
と
あ
る

の
は
「
一
件
五
百
万
円
（
県
立
学
校
に
お
け
る
照
明

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
件
二

千
万
円
）
」
と
す
る
。 

 （
委
員
会
へ
の
委
任
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 
（
略
） 

  

㈠ 

一
件
二
千
万
円
（
営
繕
工
事
に
つ
い
て
は
、

一
件
五
百
万
円
）
以
上
の
建
設
工
事
に
関
す
る

こ
と
。 

      

㈡―

㈦ 

（
略
） 

㈧ 

㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知

事
が
一
括
し
て
行
う
契
約
に
関
す
る
こ
と
及
び

知
事
が
電
子
入
札
に
よ
り
締
結
す
る
契
約
に
関

す
る
こ
と
。 

三―

十
四 

（
略
） 

 

附 

則 
  

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


